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月 間 fT 事

※6月沼口(火) 医事粉争研修会 於医師

会館午後 7時

※6月28日(火〉 月例会 於医師会館

午後 8: 30 

0 報告述絡・JjJtt (1)会員の表彰 長寿会

員として県医学会にて表彰 中嶋恕介先

生 (77.-n (2)会員の異動退会 ・藤田

潔先生 入会・符大三先生、説本哲雄先生

(3)昭和52年度 同拘地民保健相談につい

て昭和52年 8月24日、午後 1: 30-
2 :初対象省約別名 浅江高州議保

館へ内科医 1名派泣

(4)医師述現代表者会報告 (5)郡市医師会

長会議、医師主E盟代表者会議について

報告(6 J) 8日 於米山荘〉

(5)郡市医師会長会議、医師連盟代去者会

議の開催、 6月泊11

16)周南医学会準備委員会の構成について

(7)光市民病院の評ロJ病床の変更について

※7月12U (火) 理事会於医師会館

午後7: 30 

0 連絡報合事項 (1)沼会の開催(医師国

保通常組合会、麻薬fI1当.I:W.'JC協議会)

(2)保育園(市立〉の史約について (3)郡

市医師会長会議(山口!日救急医療対策要

綱について)

0 協議事項 (1))司南医学会準備委員会

(2)私立園仮の処遇について (3)医療事故

研修会について (4)7月の例会、納涼ζ

ん親会について

山口県救急医療対策要綱の制定について

医療;長要の変動iζ対応し、総合的かつ計画

的な救急医療体制の確立は、県民各層の強い

願望である現実iζ鑑み、とのたび別紙のとお

り山口県救急医療対策要綱を制定したので通

知します。

本要綱は、その向的述成のため、行政機関

及び医療関係間体等が一体となり、各地域の

医療応需体制の実態に同]した体制を整備する

乙とにより、地域住民の負託lζ応えようとす

るものであるので、これが越宵を十分御理解

いただき、かつ、下記事項に留立のうえ、総

合的な救急医療体制の終備促進lζ格別の御協

力)jよろしくお願いいたします。

記

l 広域市町村岡どとの地域救急氏療対策協

議会を早急に.&iiftし、各地域の救急医療体

制づくりの協ぷを開始されたいとと。

Z 事業推進にかかる補助金の交付要綱等に

ついては、別途、同の補助金交付要綱の決

定をま勺て、通知する予定である ζ と。

山口県救急医療対策要綱

(目的)

第 l 乙の要綱は、休日及び似間における医

療並びに重篤な!t.¥{iに対する医療(以下

「救急医療Jという。〉をu{f保するための救

急医療体制の格備を1><1る乙とを日的とする。

(県の責務)

第 2 県は、県民の救急医協の確保に関する

基本的かつ総合的な抱策を策定し、&.ぴζ

れを実施するものとする。

(市町村の立務)

第 3 市町村は、県の施策lζ準じ、地域住民

の救急医療の確保に関する施策を策定し、

及び乙れを実施するものとする。

(医師会等の任務)

第 4 医師会及び医療機関は、県並びに市町

村の救急医療に関する諸施策について、話
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極的に協bするものとする。

(救急医療対策協議会の設置)

第 5 救急医療体制の確立を凶るため、山口

県救急医療対策協議会及び広域市町村圏ど

とに地域救急医療対策協議会を設置する。

(第一次救急医療体制の整備〉

第 6 市町村は、休白及び夜間における初期

救急医療を行うための第一次診療体制を、

次により終備するものとする。

(1) 実施形態

実施形態は、休日使間診療所方式、在

宅当吾氏制}j式とし、その診療科目は、

内科系(小児科を合む。)外科系とする。

(2) 実施医域

実施区域は、休日伎問診療所方式lζあ

「ては、人円 5万人以上の市又は乙れに

準する区域とし、在宅当番医制にあって

は、原則として、郡市医師会どとの区域

とする。

(第二次救急医療体制の終備)

第 7 市町村は、休日投び夜間における重症

救急忠者の反政を行うための第二次診療体

制を、次』ζより笹備するものとする。

(1) 実施形態

実施形態は、次の方式の中から、医療

機関の分布状況及び診療機能の実情に応

じ選択するあのとする。

ア ~1.~9(病院万式

t)f.独f内.院方式は、 1病院で医療を担

当する方式であり、当該病院の診療体

制は、内科、小児科及ひ'外科の診療科

目を有し、かつ、複数の医師及び看護

婦、検査技師等の医療従事者を配置し

相当数の空床を有するものとする。

イ 病院群輪番制方式

病院群輪蓄制方式は、特定の病院が

輪醤制により医療を相当する方式であ

り、当該病院の診療体制は、単独病院

万式lζ準ずるものとする。

ウ 共同利用型病院万式

1977 

共同利用明病院方式は、特定の病院

が第二次救急医療施設となり、休日及

び夜間lζ病院の一部を解放し、医師会

の協力により医療を担当する方式であ

り、当該病院の診療体制は、t:I!独病院

方式iζrff，ずるものとする。

エ 当直医診療科協定万式

当直民診療科協定方式は、複数の病

院が、当山氏の診療科の組合せを協定

して医療を相当する方式とする。

(2) 実施区域

実施区域は、lJ;rUlJとして、広域市町村

間ごとのIX域とする。

(第三次救急医療体制の戦備)

第 8 県は、 .fr沼教急患者の医療を行うため

の第三次救急医療体制(救命救急センター〉

を整備するものとする。

(テレホンサービスの実施)

第 9 市町村は、地域住民に対して救急医療

機関等の情報提供を行うために、テレホン

サーピスを実施するものとする。

(住民教育)

第10 県、市町村、医師会及び医療機関は、

連けいを密にして、地域住民に対し、救急

医療に閲する I巨しい知識の持及啓蒙活動に

努めるものとする。

(補助金の交付)

第11 との要綱に法づく補助金の交付につい

ては、別に定めると乙ろによる。

(その他)

第12 乙の要綱に定めるもののほか、必要な

事項については、別iζ定める ζ ととする。

(附則)

乙の要綱は、昭和52年 4月 1Bから施行す

る。
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救急医療体制

第二~教急医・E・2置のMO
w:蟻市町村個単位』

固Ej同属
12:;;liftill到!?な|

小児科当直医マニュアル
I 撞軍

1.症積がお乙「たとき

安静にして、不必要な刺激をさける。との

際、舌を噛まぬような配砲、気道確保のため

衣服の胸をゆるめ、分泌物が多い場合や、幅

吐がある場合の顕の向きや、吸引をする等の

配慮をする。

ついで10労phenobalの筋注をする。(発

作制止およひ・再発防止のため) (普段phe-

nobarbital を大量lζ服用中の場合はphe-

nobalが不適当の乙ともある)

痕替の状態の観察を忘れないこと。

乳児 o. 3 --O. 5 IRL 5才 0.7叫

10才1.0 IRL (3. 0 --5. 0 IRg/kg) 

Z 箆摺が10分以上治まらぬとき

Phenobal 追加筋注 上記の半量

3. Status epilepticusのとき

( .単位 }

l山0・験急医.封建値温会i

e ~l'\.体制の暫備

教sl臥織tA・Yλチムの警備

蝕語圏E迅休明白笹傭

救急臥鰻知a血の曹且啓発

その他

t広域市町村陶単位}

[附滅的際線開叫会 1

lI!-~救急f:l，.績休舗の守備

第三次教内弘敏u.観的聾備

結:.且.，晶縄シス j-l・の聾傭

a~1I込悼舗の嘗備

e:J品、繊個目量的普及事完

その他

Status epilepticusとは、 住慣が頻発し、

発作の問歓期に忍識が反らない状態、または

発作が長時間連続する状態をいう。

(1) 気道確保の沌志、呼吸管理

必要あれば、試竹切|畑、判官内陣管等

(2) 抗略噌剤

① diazepam (Cercine) *の静注

(1 A 2叫中10m.g)

乳児 1--3111g、学喧 5--8 mg (0. 3 mg 

/kg但し 1-lOmg) 

② pentobarbi tal (Nem butal)静注

5mg/kg位まで、呼吸停止に詑意

(①②共iζ作用持続時間は短い、①

は特iζ短かく、加~泊分で再発する乙

とが多い〉

@ 症率表が止「た後、再発』ζ備え

Phenobal食会、 Aleviatin **会 等の
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注射を定期的に行う。……乙れで不充

分なら①を繰返す(繰返す場合は呼吸抑

制に注意)

(3) 静脈点滴 Cacidosis、脱水症に対して

また静脈確保のため〉

(4) 酸素テ ント

(5) 脳浮腫(昏睡の項参照〉 、高熱に対す

る配慮(解熱剤、物理的冷却等)

(6) 発作が拾ってからの怠識障害は昏睡の

項iζ準ずる。

4. 原因の検索

1977 

代謝性疾患(低血糖、低カ Jレシウム血症等)

には通常の抗1直筆剤が無効のことが多く 、又

原因疾忠の治療がはるかに大切なものが多い

ので、その万の注意が大切である。血糖、血

清Ca (Mg)は、余裕があれば検資をする。

低Na血症ではbarbiturateで味噌を悪化さ

せる乙とがあるという。また不適当な輸液が

樫喰を品発する乙とがある。

{診断と治療社 、

神奈川県立こども医療センター '

救急医療対策費補助金交付要綱の概要

岸生省において検討中の第 1、 2次救急医

線対策費補助金交付要綱の概z要は、おおむね

次のとおりである。

1. 在宅当番医制補助

(1) 趣 旨休日使間における在宅当番

医制の??ー及定者化を図るた

め、在宅当蓄医制の実施lζ

必要な緋flの一部補助。

(2) 補助対象在宅当番低制及び普及啓蒙

を実施する郡市医師会

(3) 負 担 割 合国弘県%市町村%

(4) 補助基準 1地区当り2.1 6 2干円で

あるが、配分にあた「ては

次のような調盤が考えられ

ている。

ア.郡市医師会の会員数を主体

とする氏師会規模iとより、

A、B、C、Dの 4ランク

lζ区分する。

イ.応需体制により補助金交付

額lζ差をつけない。

ウ. システム化された在宅当番

医制は'k胞しないが、住民

lζ対する持及IPJ支のみを実

施する場合においても補助

をする。

(52. 6. 28 医 務 課)

2 休日住問診療所補助

(1) 趣 旨休日使聞における初期救急

医療の確保を阿るため、市

町村等が設置する休日夜間

診療所の施設、設備整備費

及び運営貨(赤字〉の補助

(2) 補助対象 原則として人円 5万人以上

の市町村等が附設する休日

夜間診療所(運営貨につい

ては、市町村の委託により

実施するもの又は、医師会

等の開設、連常に係る休日

夜間診療所の運営貨(赤字〉

を、市町村が補助している

ものも含まれる。

(3) 負担割合国%県%市町村弘

(4) 補助基準

区分 | 益準領 自白 考

ア施設繋繍n 基準面積は 150 I 単価 nl当り

nlを限度とする 70.6∞円
tベッド設置の

場合は 200nl) 

イ設備特例'l'lI 4.000千円

ウi道 官¥ 'l'l 1 1日当り基準額 |診療状況 t休日

夜間、終4夏、幣夜

等)と利用閥人

口(5)j入と 10万
人}により決定。
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3. 第 2次救急医療相当病院補助

(1)趣 旨休日夜聞における重症救急

患者lζ対する診療を確保す

るため、次の方式による救

急医療に必要な医師、看護

財等の医療従事者の配置並

びに宅床確保iと要する経費

(迎党首)の助成を行うほ

か、必要に応じて施設、設

備整備貨の補助

① 単独病院方式

② 病院群輪番方式

③ 共同利問型病院方式

(21 補助対象

ア.地域設定

原則として、広域市町村圏

又は乙れに準ずる地域で、

I学生大臣が認めたもの。

イ.病院

相当数の病床を省し、医師

看護婦等戻療従事者の確保

及び救急専用病床の確保等

第 2次病院としての診療機

能を有する病院とする。

(31 負判官j合同 %県% 市町村弘

(41 補助基準

区 分 ?高 司自額 備 考

ア施設繋倒的 7)，l;~[商般は 150 単価nt当り

ntを限度とする 115.100円

t病室を整備す

する局側主20伽t)

イ唱E鰍内容

診察官民、手術家

処Er45、検査室君事

イ設備型軽備軍空 ア20.000千円を限

度とする 。

イ~備内容 、 医療

11械 年間換算

ウ運営 n l 地区 lB~ り 58ρ00円x

58.0∞円 (365夜x68B) 

(定額補助} = 25.114;千円

1977 

あ と が き

変則な梅雨が終ったら、連日初度を越す大

暑がや勺てきた。虹ケ浜』ζ宅積海岸1ζ 日毎数

万の肉体が乱舞する。光市iζと「て一番の活

気ある期節である。会員の諸先生、緑蔭iζ書

をひもとくも良し、敢然と治さに立向って汗

を流すも良し 、 乙の立を無'J~過されん乙とを

祈る。

風吹けば匂ひもぞする海離かな

(耳大腸)

発行所光市小周防 1633の2休医院内
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